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デジタルツインを用いた水害体験アプリケーション制作・配信業務委託 募集要項 

 

令和６年２月９日 

デジタルツインを用いた水害体験

アプリケーション制作・配信業務 

委託事業者選定委員会 

 

１ 件名 

デジタルツインを用いた水害体験アプリケーション制作・配信業務委託 

 

２ 目的及びプロポーザル方式実施の趣旨 

当区では、荒川氾濫時（想定降雨：72時間雨量 632㎜）、浸水深 5ｍ以上、継続時間 336

時間（２週間）以上となっており、高齢者の逃げ遅れや自宅での孤立が想定されます。 

水害から身を守るためには、水害リスクに応じた適切な避難行動をとることが重要とな

り、災害リスクの事前把握と災害に対する意識啓発が必要となります。 

本事業においては、住民に災害リスクと正しい避難行動について理解してもらう事を目

的とし、デジタルツインを用いることにより、自分の町の出来事として取り組む意欲の向

上を狙います。 

また、スマートフォン等のデバイスにより、楽しみながら気軽に防災教育を受けること

ができる環境を整えることで、防災を考えるきっかけ作りとデジタルデバイド解消を目指

します。 

デジタルツインを用いた水害体験アプリケーション制作・配信業務を実施するにあたり、

より専門的な知識、技術を有する事業者への委託を図るため、多くの事業者から多様な提

案を求め、また、公正かつ公平な方法で、総合的な見地から本事業に最適な事業者を選定

します。 

 

３ 委託予定期間 

  令和６年５月頃から令和７年３月３１日まで 

  

４ 区が求める提案内容 

 (1)理念・基本方針 

 (2)内容・特性等 

 (3)デザイン・表現 

 (4)操作性・UI・UX 

 (5)実施体制 

 (6)継続性 

 詳細については、下記「８参加申し込み手続き (1)参加申込書・提案書 提出書類 ⑦提

案書（自由様式）」の記載を参照してください。 
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５ 委託金額上限額(予定) 

  ２９，９２０，０００円（消費税 10％を含む） 

 

６ 委託業務内容 

別紙「概要書」のとおり。 

 

７ 参加資格要件 

プロポーザル方式への参加資格要件は、以下の項目を全て満たしているものとします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1 項（同令１６７

条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

(2) 東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱（平成１７年３月３１日区長決定）

による指名停止を受けていないこと。 

(3) 参加者及びその役員等が以下の項目に該当しないこと。 

ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。 

イ 暴力団員等を雇用している。 

ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。 

(4) 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

(5) 提案価格が予定価格の範囲内であること。 

 (6) 経営不振の状態（会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第１項に基づき再

生手続き開始の申し立てを受けたとき、手形または小切手は不渡りになったとき等）

にない者であること。 

 

ただし、プロポーザル方式への参加事業者が契約締結までの間に上記の参加資格要件

を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失います。 

 

８ 参加申し込み手続き 

(1) 参加申込書・提案書 提出書類 

①プロポーザル方式参加申込書（様式１） 

②見積書 正本（社名明記）、副本（社名記載なし） 

③業務受託実績書 正本（社名明記）、副本（社名記載なし） 

④業務受託実績書に記載した業務を自社が請負ったことが証明できる資料 各１部 

⑤会社概要、貸借対照表、損益計算書 各１部 

※会社概要は案内パンフレット等、貸借対照表及び損益計算書は、直近の1年分を提出

してください。 

  ⑥法人の登記事項証明(履歴事項全部証明書) １部 

⑦提案書（自由様式） 

正本（社名明記）、副本（社名記載なし） 
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提案書には、以下の内容について記述してください。 

1）【理念・基本方針】 

◎事業目的の意図を踏まえ、貴社の本事業に対する基本的な考え方を記載してくだ

さい。 

2）【内容・特性等】 

◎区が求める機能（別紙概要書「５業務内容」参照）の内容を満たす提案をしてく

ださい。 

◎板橋区や対象地域の特性を活かした提案をしてください。 

◎「ゲーミフィケーション等を用いたユーザーのモチベーション等向上」及び「防

災教育」について貴社の考え方を記載してください。 

3）【デザイン・表現方法】 

◎３Dを用いたリアリティのある街並みの再現方法について貴社の考え方を記載し

てください。 

◎水害避難対策の重要性が十分に伝わる、降雨・浸水表現について貴社の考え方を

記載してください。 

4）【操作性・UI・UX】 

◎スマートフォンやタブレットの操作に不慣れな方に対するユーザビリティ・アク

セシビリティについて貴社の考え方を記載してください。 

5）【実施体制】 

◎整備・導入に向けてのスケジュール管理について、貴社の考え方を記載してくだ

さい。 

◎整備・導入・管理・配信に向けての人員配置について、貴社の考え方を記載して

ください。 

◎整備・導入後の管理、配信体制について、貴社の考え方を記載してください。 

◎緊急対応について、貴社の考え方を記載してください。 

6）【継続性】 

◎保守・運用経費を低廉にする提案をしてください。 

◎翌年度以降保守・運営にかかる経費（月額）などを記載してください。 

(2) 提出期限 

令和６年３月６日（水）午後５時必着 

(3) 提出先 

e-mailの場合 

e-mail: t-dx@city.itabashi.tokyo.jp へ 

 

直接、郵送の場合 

〒173－8501 板橋区板橋２－６６－１ 

本庁舎北館５F 都市整備部 都市計画課 調整・都市基盤ＤＸ係 へ 
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※ データで提出する場合は、pdf,word,excel,powerpointでの提出とする。 

※ 書面で提出する場合は、各１部、副本の表記のあるものについては、副本10部とする。 

※ 直接提出を行う場合、土日祝日や閉庁時間帯の受付はできません。 

※ 郵送は、当日の消印有効ではなく必着です。 

※ 提出された書類は返却しません。 

※ 本プロポーザル方式への参加に関する経費については、全て参加者の負担となります。 

※ 提出書類の再提出及び記載内容の変更は認めません。 

※ 提出された書類に虚偽があった場合は、契約締結を行わない場合があります。 

 

９ 選定方法 

事業者の選定は、第一次審査及び第二次審査の２段階で実施します。 

(1) 第一次審査（書類審査） 

①参加資格要件について審査します。 

②申込者が多数の場合は、ご提出いただいた参加申込書等により、別紙「第一次審査評

価基準兼評価表」に基づいて評価し、上位５者以内に絞ります。 

③審査項目・審査基準は、別紙「第一次審査評価基準兼評価表」のとおり。 

(2) 第二次審査（プレゼンテーション） 

①第一次審査結果通知時に、通過者に対し、別途通知します。 

②審査項目・審査基準は、別紙「第二次審査評価基準兼評価表」のとおり。 

 

10 質問について 

質問の受付は電子メールで行います。 

受付メールアドレスは「t-dx@city.itabashi.tokyo.jp」。 

質問の受付期間  

令和６年２月２１日（水）午後５時まで 

質問の回答  

令和６年２月２８日（水）頃 

質問者にメールで回答するとともに、全ての質問内容と回答をホームページに公表し

ます。 

 

11 プロポーザル方式結果の公表について 

  第二次審査終了後に、第二次審査の審査項目、審査基準、審査結果（順位、評価点等）

及び評価点の内訳を公表します。 

  また、提案採用者については、事業者名、提案価格も公表します。 

 

12 提案書等の情報公開について 

プロポーザル方式への参加申込手続き以降に、区に提出された書類については、東京都

板橋区情報公開条例に基づき公文書公開請求（情報公開）の対象となります。条例第６条
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第１項各号に該当する事項以外は原則公開となることから、あらかじめ了承のうえ提出し

てください。 

なお、区から要請がある場合には、事業者は提案書の補足説明書の作成を速やかに行い、

提出していただきます。補足説明書は公文書公開請求（情報公開）により開示した提案書

の内容を補足する必要があった場合に作成するもので、どのような提案がなされているか

想起できる具体的な内容のものとします。 

 

13 選定の流れ 

提出書類受付期限   令和６年３月６日（水）午後５時まで 

第一次審査結果通知  令和６年３月13日（水）までに発送 

第二次審査実施    令和６年３月18日（月） 

（プレゼンテーション） 

第二次審査結果通知  令和６年３月19日（火）までに発送 

※日程変更があった場合は、区ホームページでお知らせします。 

 

14 予算措置について 

本事業は、令和６年度予算の成立（板橋区議会で３月下旬議決予定）を前提として行う

ものであり、予算が成立しなかった場合には契約締結を行わない場合がありますので、ご

了承ください。 

 

15 担当 

  〒173-0004 板橋区板橋 2-66-1 本庁舎北館５階 

都市整備部都市計画課調整・都市基盤 DX係  担当 藤江・宮﨑 

電話：03-3579-2566  E-mail：t-dx@city.itabashi.tokyo.jp 

 

 


